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１．はじめに 

(１)提言の主旨 

本提言では、「経営戦略の視点から物流を統括管理し、物流全体の最適化を図ることで企

業価値の向上と社会的課題の解決に貢献する」人物を「物流統括管理者（ＣＬＯ）」と定義

することとし、その期待される姿について、提言を行う。 

物流統括管理者（ＣＬＯ）には、法令上の職責を果たすことに加え、社会的課題への対応

も含めて物流に関係する企業活動全体を改革することが期待される。 

物流統括管理者（ＣＬＯ）が期待される役割を全うするためには、単に適切な人材を選任

するだけでなく、物流統括管理者（ＣＬＯ）が全社横断的にその役割を十分に発揮できる組

織体制の整備や、候補人材の継続的な確保・育成など、より広範な環境整備が必要である。

このため、物流統括管理者（ＣＬＯ）自身に求められる役割・知識・知見等を明らかにする

ことに加え、社内外の関係者とどのように連携・協働するか、担う人材をどのように持続的

に確保・育成していくかが重要な課題となる。 

こうしたことから、本提言では以下の３つの視点から整理する。 

 物流統括管理者（ＣＬＯ）のミッション、責任・役割、求められる知識・知見 

 物流統括管理者（ＣＬＯ）と社内外の関係者の連携・協働のあり方 

 物流統括管理者（ＣＬＯ）に関する人材の確保・育成のあり方 

図表 1 物流統括管理者（ＣＬＯ）の責任 

  

 

(２)背景 

令和８年４月に施行される改正後の「物資の流通の効率化に関する法律」においては、一

定規模以上の荷主（特定荷主）に対して役員等の経営幹部から「物流統括管理者」を選任す

ることを義務付けている。同法では、トラックドライバーへの負荷の低減などトラック運送

サービスの持続可能な提供の確保を事業者の責務としており、これに即して法令上の「物流

経営戦略の視点から物流を統括管理し、物流全体の最適化を図ることで
企業価値の向上と社会的課題の解決に貢献する

①物資の流通の
効率化に関する
法律への対応

②物流全体の
最適化

③物流を通じた
企業価値の向上

④社会的課題への
対応

物流統括管理者（ＣＬＯ）としての責任

法令上の責務 期待される責任
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統括管理者」の役割も規定されている。 

また、特定荷主に限らず、すべての荷主が法令上、「積載効率の向上等」、「荷待ち時間の

短縮」、「荷役等時間の短縮」に取り組む努力義務を負うため、その着実な遂行に向けて特定

荷主以外についても「物流統括管理者」と同様の役割を果たす責任者を選任することも想定

される。 

この法令上の「物流統括管理者」には、経営戦略の視点からロジスティクスを司るいわゆ

る「ＣＬＯ」（Chief Logistics Officer）としての役割も期待されている。これらを合わせて

本提言で称する「物流統括管理者（ＣＬＯ）」は、ロジスティクス分野における企業の最高

責任者であり、法令上の「物流統括管理者」の役割に留まらず、物流全体の最適化に取り組

み、企業価値の向上と社会的課題の解決に向けて、より大きな役割を果たす存在と考えられ

る。 

これまで物流にかかる課題は、物流の効率化と高度化が中心であった。現在、企業の経営

課題としての物流の重要性は高まっており、多角的・複合的な視点が必要となっている。

物流の労働力不足を踏まえた持続可能性の確保、災害等の危機管理対応、地球温暖化対策や

安全対策等の社会的課題への対応、さらに、直面する課題の解決のみならず、物流を通じた

企業価値の向上を志向することも求められる。こうした要請に対応していくためには、企業

の各部門における個別の取組だけでは不十分であり、企業活動全体やサプライチェーンを

ロジスティクスの観点で変革することが必要であり、強いリーダーシップによってこの任

に当たる物流統括管理者（ＣＬＯ）への期待が高まっている。 

しかしながら現在、法令上の物流統括管理者の業務内容等は規定されているものの、物流

統括管理者（ＣＬＯ）に期待される役割、取り組むべき事項等が体系的に示されていない状

況にある。 

 

(３)目的 

本提言は、以上の背景を踏まえ、物流統括管理者（ＣＬＯ）に期待される姿として、その

責任・役割、求められる知識・知見、また、そのような人材の確保・育成や物流統括管理

者（ＣＬＯ）の活躍を支援する組織体制について、提言することを目的とする。 

本提言の主な対象者は、主に法令上の選任を義務付けられている物流統括管理者及びそ

の候補者や、その選任を行う立場にある経営者であるが、提言の内容は法令上最低限必要と

される事項に加え、物流統括管理者（ＣＬＯ）に期待される姿全体を含むものである。この

ため、特定荷主以外の荷主の物流効率化を担う責任者、物流統括管理者（ＣＬＯ）と協働す

る企業内関係各部門、取引先（調達先、販売先）や物流事業者（運送業者、倉庫業者、３Ｐ

Ｌ事業者等）、同業他社といった企業外関係者、物流統括管理者（ＣＬＯ）となる人材の確

保・育成に取り組む事業者・団体や学術研究機関、教育機関等にも参考となることを想定し

てまとめている。  
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２．物流統括管理者（ＣＬＯ）の位置付けと基本的な考え方 

(１)法令上の物流統括管理者の責務 

「物資の流通の効率化に関する法律」及び関連政省令における「物流統括管理者」に関す

る規定を下表に示す。 

荷主には、「運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保」

という事業者の責務に照らし、発荷主・着荷主それぞれの立場において、「積載効率の向上

等」、「荷待ち時間の短縮」、「荷役等時間の短縮」の３つの努力義務が課されている（連鎖化

事業者には「積載効率の向上等」、「荷待ち時間の短縮」の努力義務が課されている）。 

さらに、一定規模（年度の取扱貨物の重量が９万トン）以上の荷主は「特定荷主」、連鎖

化事業者は「特定連鎖化事業者」に指定され、様々な義務が課される。その一つとして、「物

流統括管理者」を「特定荷主（特定連鎖化事業者）が行う事業運営上の重要な決定に参画す

る管理的地位にある者」から選任することが義務付けられ、役員等の経営幹部を充てること

が想定されている。 

「物流統括管理者」が統括管理すべき業務として、法令上、中長期的な計画及び定期報告

の作成や、事業運営方針の作成と管理体制の整備などが定められている。その一つとして

「開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理その他の貨物の運送又は受渡しに関係する業務

に係る各部門間の連携体制の構築及び効率化に関する従業者の意識の向上」が挙げられて

おり、物流効率化のための企業内の広範な部門間の連携や、従業者の意識向上といった業務

が含まれている。また、「効率化に向けた取引先その他の関係者との連携及び調整」として、

社外との連携・調整も業務に含まれる。 

このように「物流統括管理者」は、物流の持続可能性の確保に向けて、３つの努力義務（積

載効率の向上等、荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮）を KPI として中長期計画・定期

報告を通じた PDCA を回していくことを責務とし、その実施に当たって社内外の連携・調

整や従業者の意識向上という、物流部門を超えた業務を統括管理することが求められてい

る。３つの努力義務を実効性あるものとするためには、物流部門だけでなく、社内の各部門

間の連携・調整や社外との連携・調整が不可欠であるためである。中長期的な計画及び定期

報告の作成や、事業運営方針の作成と管理体制の整備などにおいても、こうした社内外との

連携・調整が必要となる。こうしたことから、「物流統括管理者」が法令上の責務を果たす

に当たっては、物流部門の長として配下組織を統括管理するのではなく、経営幹部としての

全社的な統括管理を行う必要がある。 

図表 2 物流統括管理者に関する法令上の規定 

事業者の責務 運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な

提供の確保に資する措置を講ずる 

荷主の努力義務 

（判断基準） 

積載効率の向上等、荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮（運送

を委託する者として／貨物の受渡しをする者として） 

特定荷主及び特定連

鎖化事業者の義務 

中長期計画の作成、物流統括管理者の選任、定期報告の作成、特

定荷主（特定連鎖化事業者）の指定及び取消しにかかる報告徴収

への対応 

物流統括管理者の選

任基準 

特定荷主（特定連鎖化事業者）が行う事業運営上の重要な決定に

参画する管理的地位にある者 
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物流統括管理者が統

括管理すべき業務 

１．中長期計画の作成、定期報告の作成、報告徴収への対応 

２．トラックドライバーの負荷低減と輸送される物資のトラック

への過度の集中を是正するための事業運営方針の作成と事業

管理体制の整備 

３．トラック運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の

運送及び荷役等の効率化（以下「効率化」という。）のための

開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理その他の貨物の運送

又は受渡しに関係する業務に係る各部門間の連携体制の構築

及び効率化に関する従業者の意識の向上 

４．特定荷主が管理する施設における効率化に関する情報処理シ

ステムその他の設備の維持及び新設、改造又は撤去並びに物

資の流通に係る器具、設備、データ等の標準化に関する計画の

作成、実施及び評価 

５．効率化に向けた取引先その他の関係者との連携及び調整 

 

(２)ＣＬＯに期待される役割 

ＣＬＯ（Chief Logistics Officer）は、文字通りロジスティクス分野における企業の最高

責任者である。日本産業規格において、物流とロジスティクスは以下のように定義されてい

る。 

＜日本産業規格（JIS Z0111:2006）における物流の定義＞ 

物流とは、物資を供給者から需要者へ、時間的及び空間的に移動する過程の活動。一般

的には、包装、輸送、保管、荷役、流通加工及びそれらに関連する情報の諸機能を総合的

に管理する活動。調達物流、生産物流、販売物流、回収物流（静脈物流）、消費者物流な

ど、対象領域を特定して呼ぶこともある。 

＜日本産業規格（JIS Z0111:2006）におけるロジスティクスの定義＞ 

物流の諸機能を高度化し、調達、生産、販売、回収などの分野を統合して、需要と供給

との適正化を図るとともに顧客満足を向上させ、併せて環境保全、安全対策などをはじめ

とした社会的課題への対応を目指す戦略的な経営管理 

 

以上のように、物流が輸送等の具体的な活動・機能であるのに対し、ロジスティクスはこ

れらの上位概念として戦略的な経営管理を指すものとされている。これに照らすと、ＣＬＯ

の役割として以下の要素が求められることになる。 

①戦略的な経営管理としてのロジスティクスの立案・実行・管理に責任を持つこと 

②物流の諸機能（包装、輸送、保管、荷役、流通加工、情報管理）を高度化し、調達、生

産、販売、回収などの分野を統合するため、物流部門を超えた企業内の広範な部門間の

連携を統括管理すること 
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③物流の諸機能にとどまらず、需要と供給との適正化を図るという、サプライチェーンマ

ネジメント1の要素も含んだ対応が必要であること 

④顧客満足の向上や、環境保全、安全対策などをはじめとした社会的課題への対応といっ

た、広範な対応を目指すこと 

 

一方で、ＣＬＯの役割は、全社的な統括管理を行い、物流部門だけでなく社内の関係部門

間や社外関係者との連携・調整を担うという点で、物流統括管理者の法令上の責務と共通し

ており、このため、役員等の経営幹部がその任に当たる必要がある。 

両者の相違は、責任の対象が、法令で定める範囲（積載効率の向上等、荷待ち時間の短縮、

荷役等時間の短縮）か、物流全体の最適化か、という点にある。 

また、ＣＬＯは全ての事業者が選任するものではないが2、物流統括管理者は全ての特定

荷主と特定連鎖化事業者に選任の義務がある。 

なお、特定荷主以外の荷主における物流効率化の責任者についても、これを参考とした取

組が期待される。 

  

 
1 サプライチェーン分野における企業の最高責任者としてＣＳＣＯ （Chief Supply Chain Officer）を設

置する企業もある。日本産業規格において、サプライチェーンマネジメントは以下のように定義されて

いる。 

＜日本産業規格（JIS Z8141:20016）におけるサプライチェーンマネジメントの定義＞ 

資材供給から生産、流通、販売に至る物又はサービスの供給連鎖をネットワークで結び、販売情報、

需要情報などを部門間又は企業間でリアルタイムに共有することによって、経営業務全体のスピード及

び効率を高めながら顧客満足を実現する経営コンセプト 

 

日本産業規格の定義の上では、ロジスティクスが企業の経営管理であるのに対し、サプライチェーンマ

ネジメントは企業間での情報共有を含む点や、ロジスティクスが物流を中心として調達、生産、販売な

どの関連分野を統合するのに対し、サプライチェーンマネジメントは一連の供給連鎖のネットワーク全

体に着目している点で、サプライチェーンマネジメントの方がより広範な業務内容を対象としている。 

このため、ロジスティクスを司るＣＬＯとサプライチェーンを司るＣＳＣＯの責任・役割も、互いに重

なる部分が多いものの、ＣＳＣＯの方がＣＬＯより広範な業務内容を対象とするものと考えられる。 

 
2 各事業者において、ＣＬＯを設置するか否か、また、設置する場合にどのような責任・役割を持たせる

かについては、各企業の経営戦略に委ねられる。 
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３．物流統括管理者（ＣＬＯ）のミッション、責任・役割、求められる知識・知見 

(１)ミッション 

物流統括管理者（ＣＬＯ）には、法令上の責務を果たすことに加え、企業価値の向上、社

会的課題への対応も含めて物流に関係する企業活動全体の改革することが期待されており、

以下のミッション（社会的使命）を持つ。 

➢ 経営戦略の視点から物流を統括管理し、物流全体の最適化を図ることで企業価値

の向上と社会的課題の解決に貢献する 

 横断的、俯瞰的に物流全体の最適化を図り、それらが自社の経営に与える効果・影響と、

社会全体に与える効果・影響（ひいては社会における自社の価値）をバランスよく考え、必

要な判断と経営上の意思決定への関与を行うことが求められる。また、これらに係る全社的

な施策の推進、社内外との円滑な連携やトレードオフを含む利害調整にリーダーシップを

発揮することが必要とされる。 

 

 

(２)責任・役割 

 ミッションを実現するために果たすべき責任・役割を以下の通り提言する。 

 

【責任の対象】 

①物資の流通の効率化に関する法律への対応 

物資の流通の効率化に関する法律に基づき、中長期計画の作成、物流効率化の運営方針

や管理体制の整備といった業務を統括管理する。努力義務である積載効率の向上等、荷待

ち時間の短縮、荷役等時間の短縮に取り組む中で、判断基準を踏まえ、商慣習の見直し（リ

ードタイムの延長、物流コストの可視化等）、これらの実行に必要な取引先や消費者の理

解・行動変容に向けた働きかけを行い、商取引への影響に臆することなくサプライチェー

ンの持続可能性や生産性の向上に向けて社内外の合意を形成すること、さらには、長期的

な人材確保や業界連携まで志向することが、責任の対象に含まれる。 

 

②物流全体の最適化 

上記①の法律への対応のみにとどまらず、物流全体を対象とした最適化を図る。具体的

には、物流の諸機能（輸送、保管、包装、荷役、流通加工、情報管理）を統合するととも

に、関係する社内各部門（開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理など）・社外各企業

（取引先、物流事業者、同業他社など）と連携・調整を行う。 

さらに、労働力確保、環境保全、防災・危機管理といった持続性の確保に責任を負う。

その際、サプライチェーンを視野に入れつつ、個社最適にとどまらない社内外関係者との

調整・連携やハード・ソフト両面で必要となる投資について、長期的視点に立って実現を

図る。 
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③物流を通じた企業価値の向上 

物流需要は生産・消費活動の結果として生じる従属需要であることから、生産・販売と

いった他の部門に対して物流部門は受け身の姿勢になりがちである。これに対して、市場

のニーズを起点として、必要な商品を生産・供給していく、それら全体を川下から川上ま

で有機的に結ぶものが物流であるという視点に立ち、物流から新たな企業価値を向上し

ていくことが期待される。コスト削減ではなく売上の拡大という面から、企業の収益性の

向上や財務状況の改善に寄与できる可能性がある。 

あるいは、物流を通じたブランド価値の創出や顧客満足度の向上への大きな貢献がで

きれば、非財務的な面から企業価値の向上に寄与することも考えられる。 

物流統括管理者（ＣＬＯ）には、このような物流を起点とした企業価値の向上を図るこ

とが期待され、その実現に向けて、KPI 等による経営戦略の管理、PDCA サイクルに基

づく改善等に責任を負う。 

 

④社会的課題への対応 

上記①～③を進めることで、トラックドライバー不足への対応に資することに加え、企

業の社会的責任として、地球温暖化対策などの環境保全、安全対策をはじめとした社会的

課題への適切な対応を行うことで企業のレピュテーション向上に寄与する。 

図表 3 物流統括管理者（ＣＬＯ）の責任（再掲） 

  

 

【役割】 

①物流全体の最適化に係る計画及び実行の統括管理 

物資の流通の効率化に関する法律に定められる中長期的な計画の作成や定期報告を始

めとする、事業者の物流効率化に向けた計画について、物流全体の最適化、社会的課題へ

の対応、企業価値の向上も踏まえて策定し、その進捗・成果を把握した上で、必要な修正、

経営戦略の視点から物流を統括管理し、物流全体の最適化を図ることで
企業価値の向上と社会的課題の解決に貢献する

①物資の流通の
効率化に関する
法律への対応

②物流全体の
最適化

③物流を通じた
企業価値の向上

④社会的課題への
対応

物流統括管理者（ＣＬＯ）としての責任

法令上の責務 期待される責任
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監督等の統括管理を行うこと。併せて、物資の流通の効率化に関する法律と関連の深いト

ラック適正化二法（貨物自動車運送事業法の一部改正、貨物自動車運送事業の適正化のた

めの体制の整備等の推進に関する法律）や中小受託取引適正化法（取適法）への適切な対

応を行うこと。これらの実現に向けて、時に構造改革を伴う大胆な戦略の立案と実行を牽

引する役割も含まれる。 

 

②社内での連携・調整 

全社横断的・俯瞰的な立場から、物流の効率化に影響する、開発、生産、流通、販売、

調達、在庫管理や、情報システム・サイバーセキュリティ、デジタル化・DX、財務、法

務、人事等の社内関係部署との連携・調整において高度な折衝・調整を行うこと。特に、

トレードオフの関係にある案件の調整、経営視点での優先順位付けなど、より高度な連

携・調整タスクを担うこと。 

 

③社外との連携・調整 

物流効率化に影響する運送条件について合意が必要な取引先（発荷主・着荷主）や、共

同輸配送などの連携が可能な他の荷主・物流事業者等の社外事業者との連携・調整を主導

すること。特に、トレードオフの関係にあるなど難易度の高い案件の交渉・調整、経営視

点での優先順位付けなど、より高度な連携・調整タスクを担うこと。 

 

④ハード・ソフト両面における事業推進・調整 

物流効率化に資する情報処理システムや施設・設備等の設備投資、DX 推進、パレット・

荷姿・伝票・データ等の標準化や、物流業務の共同化に必要な制度・ルール設計など、ハ

ード・ソフト両面における事業推進・調整・評価を行うこと。 

 

⑤体制構築・意識啓発・人材マネジメント 

上記の着実な推進のために必要となる企業の組織体制の構築や従業者の意識の向上、

関与する人材の確保・育成を含む人材マネジメントを行うこと。なお、意識啓発に当たっ

ては、関係法令・政策や業界の取組に関して必要な社内外の理解を醸成することにより、

物流の現場における物流効率化の取組を着実に実行するほか、トラックドライバーを含

めた関係者に対する不当な要求、威圧的な態度や暴言等の防止に資する講習を従業者向

けに行うことなども重要である。 

また、人材の確保・育成については、物流業界の人材確保・育成策も踏まえること。 
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(３)知識・知見（組織体制の中で補完するものも含む） 

物流統括管理者（ＣＬＯ）は、企業経営全体を俯瞰した判断や調整を行う者であり、その

判断や調整のために必要な、具体的な物流の状況の分析や効率化の企画、中長期計画・定期

報告の作成は、後述する組織体制でチームとして行うことが適切と考えられる。したがって、

物流統括管理者（ＣＬＯ）は、判断や調整に必要な物流の理論や情報についてはチームで把

握することとする一方、当人にはゼネラリストとしての能力が強く求められる。 

以下に物流統括管理者（ＣＬＯ）に求められる知識・知見を示すが、物流統括管理者（Ｃ

ＬＯ）自身がすべてを備えている必要はなく、物流のスペシャリストが関係部門と密に連携

する、又は物流を専門としない者でも後述する組織体制の中で人材の協力を得るなどして

補完しつつ対応していくことが適切と考えられる。 

 

①経営戦略としての物流（ミッションに直結する必須事項） 

物流統括管理者（ＣＬＯ）のミッションは、まず経営戦略の視点から物流を統括管理し、

物流全体の最適化を図ることで企業価値の向上と社会的課題の解決に貢献することである

ため、経営戦略の立案・実行・管理に関する知識・知見は必須かつ最も重要なものと言える。

経営戦略を踏まえ、経営計画、経営指標管理、収支損益管理や、ビジネスモデル、財務、サ

プライチェーンマネジメント等の知識・知見に基づき、自社の事業や価値向上に対して物流

の果たす役割を把握する必要がある。 

その上で、物流サービス戦略、ロジスティクスに関連する KPI 等の管理、ロジスティク

スネットワーク・拠点の構築・運営、データの収集・分析、マネジメントに関する知識・知

見を踏まえて、自社の物流効率化の取組方針や、経営視点での優先順位付けなどを判断する。 

その際、データ、エビデンスに基づき、客観的な分析・提案・調整・検証等を行うととも

に、サプライチェーン全体にも目を向け、物流効率化に資する標準化や商慣習の見直し、荷

主・物流事業者間の協力、消費者の行動変容等に関する知識・知見も必要となる。 

 

②パートナーシップ 

社内外の連携のため、 

・社内各部門（開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理や、情報システム・サイバーセキ

ュリティ、デジタル化・DX、財務、法務、人事等）の物流との関係性や連携・調整状況 

・社外関係者（取引先、物流事業者、同業他社や、行政機関、大学等の研究機関等）との物

流に関係する課題・連携・交渉・調整状況 

を把握した上で、パートナーシップ戦略に関する知識・知見が必要である。 

 

③サステナビリティ 

物流効率化は、人口減少に対応した省力化や環境負荷低減などの観点からサステナビリ

ティの文脈で捉えられることもあり、自社のサステナビリティ方針との整合や、サステナビ

リティ経営に係る ESG、環境政策、SDGs 等や、物流を取り巻く社会の動向に関する知識・

知見が必要である。 
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④組織・人材 

物流効率化に向けて必要な情報収集・分析や企画立案、実施・監督を行うために必要な組

織・人材を確保・マネジメントするため、人材採用・育成、人事評価、組織設計等に関する

知識・知見が必要である。 

 

⑤デジタル技術 

物流状況の把握、最適な物流の計画、物流業務の省力化等におけるデジタル技術の活用の

ため、IoT、ロボティクス、AI 等の活用など物流 DX に関する基礎的な知識・知見が必要で

ある。 

 

⑥法務・法制度 

自社の法令遵守や関係事業者との連携の円滑化のため、物資の流通の効率化に関する法

律のほか、貨物自動車運送事業法（平成３年法律第 83号）や製造委託等に係る中小受託事

業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律（昭和 31年法律第 120号）など、物

流に関する法規や制度に関する知識・知見が必要である。 

 

⑦グローバル 

海外での事業展開や海外との輸出入業務を行う企業にあっては、グローバルサプライチ

ェーン戦略、グローバルネットワーク設計・構築、パートナー設定、海外拠点運営戦略に関

する知識・知見が必要である。 
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４．物流統括管理者（ＣＬＯ）と社内外の関係者の連携・協働のあり方 

(１)物流統括管理者（ＣＬＯ）を支えるチーム体制 

物流統括管理者（ＣＬＯ）が自身の責任・役割に関するすべての業務を単独で推進するこ

とは難しいので、物流統括管理者（ＣＬＯ）を補完し、共に業務を推進するチームの構築が

不可欠である。チームには以下のような若手・中堅も含めた人材3が必要となる。 

一方で、物流統括管理者（ＣＬＯ）は、全社的な統括管理を行う立場であることから、自

身が物流部門やＳＣＭ部門等の組織・部門長を兼ねるかどうかは問わず、特に配下の組織・

部門を持たないことも想定しうる。 

 

 

①様々な物流段階におけるオペレーションに精通した人材 

自社の業務において物流が必要となるあらゆる場面における、運送委託や受渡しを始

めとする具体的なオペレーションに精通し、その効率化を企画できる人材の配置が必要

である。 

 

②事業戦略・業務企画に精通した人材 

物流業務を自社の事業戦略や業務企画の中で位置付け、開発、生産、流通、販売、調達、

在庫管理などの関係各部門や、関係事業者を含むサプライチェーン全体での効率化を企

画できる人材の配置が必要である。 

 

③物流に関連する技術に精通した人材 

情報システム・サイバーセキュリティや、デジタル化・DX（IoT、ロボティクス、AI 等）

など、物流に関連する各種技術に精通した人材が配置されることが望ましい。 

 

④ガバナンス、コンプライアンスに精通した人材 

物流統括管理者（ＣＬＯ）の牽引する計画・事業に関するコーポレートガバナンスや法

務も含むコンプライアンスに精通した人材の配置が必要である。 

 

(２)社内各部門間の連携体制 

物流統括管理者（ＣＬＯ）及びこれと協働するチームが業務を具体的に実行できるよう、

関係各部門が連携できる体制を構築する。具体的には、開発、生産、流通、販売、調達、

在庫管理などの物流に関係する業務を担当する部門や、マーケティング、情報システム・

サイバーセキュリティ、デジタル化・DX、財務、法務、人事などを担当する部門との分

担・協力関係を整理し、連携体制を整備する必要がある。また、経営陣によるオーソライ

ズを含め、関係各部門が主体的に参画し、計画立案・利害調整・意思決定等を行う場を設

定することも有効と考えられる。物流子会社の役員が事業会社（親会社）の物流統括管理

者を兼任する事例もみられる。 

 
3 このうち、高度物流人材については、物流起点の価値創造を実現する人材として、そのあり方について

「高度物流人材の育成・確保に関するワークショップ」提言として「物流起点の価値創造を実現する人

材の育成に向けて」（令和５年３月 30 日）にまとめている。

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001597677.pdf 
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(３)連携すべき社外関係者 

社外においては以下の各企業・団体等と連携が必要である。 

 

①取引先 

発荷主としては、販売先・輸送先、着荷主としては調達元などの取引先と連携する必要

がある。 

 

②同業他社 

パレット標準化・共同輸配送等による物流効率化に取り組むためには、同業他社との連

携が必要である。 

 

③３ＰＬ・物流事業者、情報系企業 

必要となる物流の専門的知見やノウハウが社内に不足している場合には、外部の３Ｐ

Ｌ等の物流事業者と連携することが有効な選択肢となりうる。ただし、単なる物流業務の

アウトソーシングに留まらず、荷主の立場に立ったコンサルティングや情報提供・提案・

助言を得ることが必要である。 

また、物流 DX の推進、AI の活用等に寄与するテック系物流スタートアップをはじめ、

IT 企業や Sier といった情報系企業との連携も重要となる。 

 

④異業種 

他品目との混載や旅客との貨客混載等による効率化など、業界を跨ぐ物流効率化の取

組においては異業種との連携も必要である。 
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５．物流統括管理者（ＣＬＯ）に関する人材の確保・育成のあり方 

(１)キャリアパス 

 物流統括管理者（ＣＬＯ）のキャリアパスの考え方は以下の通り分類できる。これらはあ

くまで考え方の例示であり、どのようなキャリアパスを選択するかは各事業者の特性や経

営方針、経営戦略等によって適切に判断するものとする。なお、いずれの場合も物流統括管

理者（ＣＬＯ）はキャリアパスのゴールではなく、物流を通じて社内外を俯瞰できる経験を

活かし、さらにキャリアを重ねることも想定される。 

 

①物流業務を中心としたスペシャリストとしてのキャリアパス 

物流のスペシャリストとして、現場のオペレーションから始めて、物流や関連する部門

の管理職としてマネジメント・統括の経験も積み、物流業務を中心としたキャリアパスの

延長線上に、物流統括管理者（ＣＬＯ）を位置付けるものである。物流専門人材を新卒採

用するケースのほか、②のキャリアパスの途中段階から移行するケースや中途採用する

ケースが想定される。 

物流業務に関する深い経験・知識・知見が強みとなる。 

 

②物流以外の関連業務を含むゼネラリストとしてのキャリア 

主にゼネラリストとして、開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理や、情報システム・

サイバーセキュリティ、デジタル化・DX、財務、法務、人事等の物流以外も含む様々な

部門をジョブローテーションを通じて幅広く経験し、かつ管理職として部門マネジメン

ト・統括の経験も積んでいくキャリアパスの中で、経営層となった者が物流統括管理者

（ＣＬＯ）に就くものである。 

物流に関係する各部門にわたる幅広い経験・知識・知見が強みとなる。 

 

③外部人材の登用 

他の荷主における物流統括管理者（ＣＬＯ）経験者や物流事業者出身者などの外部人材

を物流統括管理者（ＣＬＯ）として登用する形態である。他の荷主からの登用では、事業

特性・物流特性の近い業種からの登用や、一連のサプライチェーンを構成する企業（例：

OEM→Tier1）からの登用の事例も見られる。 

実績ある人材の経験・知識・知見を活用して即戦力として登用できることが強みとなる。 
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(２)育成方法（企業における研修体系の考え方） 

 ここでは、将来の物流統括管理者（ＣＬＯ）候補者の育成方法を提言する。物流統括管理

者（ＣＬＯ）は事業運営上の重要な決定に参画する役職であり、より高い視座を持つ人材を

育成することが必要である。 

その際、物流統括管理者（ＣＬＯ）の育成課程を明らかにすることは、その役職の認知度

を高め、志望者を確保する上でも重要である。 

 

①期待役割等の設定 

自社における経営と物流効率化の中長期的な課題を踏まえて、物流統括管理者（ＣＬＯ）

に特に必要とされる役割、知識・知見や能力・経験を確認する。 

 

②育成方針の設定 

①に即し、社内の物流統括管理者（ＣＬＯ）の候補者について、本人のキャリア志向や

事業者としての将来性の評価などを踏まえて整理する。その上で、物流統括管理者（ＣＬ

Ｏ）の選定方法（社内公募、指名、社外採用等）や候補者の育成方針（キャリアパス、育

成期間、育成成果の評価方法等）について設定する。 

この際、物流統括管理者（ＣＬＯ）に必要な広い視野・高い視座を持つためには、社内

の物流部門内外での職務経験やマネジメントの経験のほか、社外の物流業界その他の業

界、団体、官公庁等への出向経験を積むことも有効である。 

 

③プログラムの内容、習得方法 

定期的な研修等の教育プログラムを通じて、知識の涵養や資質の向上を図る必要があ

る。そのためには社内の教育プログラム以外に、外部プログラムを使うことも有効である。 

 

④期待される役割等の発信 

育成に当たっては、対象者や希望者がキャリアパスのイメージを形成できるよう、期待

される役割や活躍する姿について社内（あるいは社外）へ発信して訴求する必要がある。 

なお、物流統括管理者（ＣＬＯ）の役職としての地位及び待遇について、他の部門統括

責任者（ＣｘＯ）と同等の責任を担う役職であるという前提をもとに、事業者内の地位及

び待遇に差が生じないようにすべきである。 

 

⑤キャリアプランの設計・評価 

役員志向などのキャリアプランを各階層において面談等でバックキャスティングで設

計・共有し、定期的に評価しながら、ジョブローテーション、教育・研修などを実施する。 
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(３)教育プログラム・教育体系 

教育・研修に当たっては、広い視野で外部の情報を吸収したり、外部での知見・経験を取

り込むという視点も重要である。このため、研修・講座等の教育プログラムについては、社

内で不足する資源を補完するのみならず、外部の知識・知見・経験を取り込む観点から、以

下に示すものをはじめ、積極的に外部講師や外部プログラムを活用し、幅広い知識・知見を

体系的に提供することが必要となる。 

➢ 物流業界に関する知見の習得 

➢ 学術的・学際的な知見の習得 

➢ 他の荷主・物流事業者等の取組を含めた取組事例等の学習・ケーススタディ 

➢ 物流統括管理者（ＣＬＯ）として活躍する人材のキャリアパス・経験に関する知見

の取得 

➢ チームワーク等を通した人材育成・組織マネジメントの習得 

➢ 業界内外の知見・交流 等 

 

外部教育プログラムの例4 

・公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 (JILS) 

ロジスティクス経営士資格認定講座 

・中央職業能力開発協会（JAVADA）のビジネスキャリア検定試験（ロジスティクス分野） 

ロジスティクス１級 

ロジスティクス管理２級・３級 

ロジスティクス・オペレーション２級・３級 

ロジスティクスＢＡＳＩＣ級 

・公益財団法人日本生産性本部（旧・日本能率協会から事業継承） 

生産管理講座 

・流通経済大学 リカレント教育センター 

SCM プロフェッショナル人材育成プログラム 

・東京大学大学院工学系研究科 トランスポートイノベーション研究センター 

SCM リカレント教育プログラム 

等 

  

 
4 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会の講座のうち、経営幹部向けのものとしてロジスティク

ス経営士資格認定講座を掲載したが、このほか物流技術管理士資格認定講座、国際物流管理士資格認定

講座、ロジスティクス経営士資格認定講座、物流現場改善士資格認定講座が開設されている。 

中央職業能力開発協会（JAVADA）のビジネスキャリア検定試験（ロジスティクス分野）には、ロジス

ティクス１級、ロジスティクス管理２級・３級、ロジスティクス・オペレーション２級・３級、ロジス

ティクス BASIC 級があるが、このうち最上位のロジスティクス１級は部長相当職を対象としている。 
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６．国等の関係者において今後の取組が期待される事項 

物流統括管理者（ＣＬＯ）が、物流全体の最適化、企業価値の向上、社会的課題の解決に

向けて、改革をダイナミックに推進するために、それを後押しし、支援するべく、今後、国

等の関係者が取り組んでいくことが期待される事項を以下に示す。 

 

①物流統括管理者（ＣＬＯ）の設置に伴う効果に対する評価と優良事例の収集・発信 

 物流統括管理者（ＣＬＯ）を設置することで、物流全体の見直しがどれほど進んだのか、

特に、物流部門を超えた社内外の連携・調整がどの程度、拡大・進展したかについて評価を

行うとともに、参考となる優良事例を収集・発信し、情報提供を行う。その際、物流統括管

理者（ＣＬＯ）の与えられた権限の大きさとその成果の関係にも着目する。 

 

②物流統括管理者（ＣＬＯ）を含む高度物流人材の確保・育成に関する知見の蓄積・発信 

現に物流統括管理者（ＣＬＯ）に就いた者を含む高度物流人材について、キャリアパスの

あり方や具体的な教育プログラム・教育体系など、その確保・育成方法に関する知見や優良

事例を蓄積・分析・発信することで、各企業や教育・研修を行う団体等における高度物流人

材の確保・育成に係る取組の促進・拡充を図っていく。この際には、物流統括管理者（ＣＬ

Ｏ）や高度物流人材の能力の向上に有効であると考えられる教育プログラム等について、国

として一定の基準を定めていくことが求められる。 

 

③多様な事業者特性に応じた物流統括管理者（ＣＬＯ）のあり方の分析・発信 

物資の流通の効率化に関する法律の全面施行により、約 3,200 社の特定荷主・特定連鎖化

事業者において物流統括管理者（ＣＬＯ）が設置されることとなる。特定荷主・特定連鎖化

事業者は、業種（農林水産業・製造業・卸売業・小売業・建設業等）、企業規模や取扱貨物

量の大小、取扱品目の特性（荷姿、輸送温度、重量・容積の大小等）、物流業務の形態（物

流子会社の有無、３ＰＬ事業者の利用の有無、物流施設の保有の有無等）に応じて、多様な

特性を有する。また、事業者の経営体制（法人格、ＣｘＯの設置有無等）も多様である。 

多様な事業者特性に応じた物流統括管理者（ＣＬＯ）のあり方について収集・分析を行い、

各特定荷主・特定連鎖化事業者が自らの特性に即した物流統括管理者（ＣＬＯ）のあり方を

追求していく際の参考情報として発信していく。 
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参考資料：ワークショップ委員名簿・開催経緯 

 

物流統括管理者（ＣＬＯ）のあるべき姿に関するワークショップ 

委員名簿 

 

（五十音順、敬称略） 

【委員】 

海野 昭良  日本通運株式会社 執行役員 

河合 亜矢子 学習院大学 経済学部 教授 

田村 幸士  三菱食品株式会社 取締役常務執行役員 SCM統括(兼)CLO 

西成 活裕  東京大学大学院 工学系研究科 教授 

舟根 宏道  日清食品ホールディングス株式会社 CSCO 

森 信介   花王株式会社 執行役員ロジスティクス部門統括、CLO(物流統括管

理者) 

◎ 矢野 裕児  流通経済大学 流通情報学部 教授 

山本 浩喜  イオングローバル SCM株式会社 代表取締役社長 

 

【オブザーバー】 

一般社団法人日本物流団体連合会 

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 

一般社団法人フィジカルインターネットセンター 

経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室 

農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 

 

【事務局】 

国土交通省 物流・自動車局 物流政策課 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 
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物流統括管理者（ＣＬＯ）のあるべき姿に関するワークショップ 

開催経緯 

 

回 開催時期・場所 議題 

第１回 2025 年 12 月 9 日(火)10:00~12:00 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

2406 会議室（オンライン会議併用） 

(１) ワークショップの進め方について 

(２) ＣＬＯに関する取組事例について 

(３) ワークショップ提言骨子（案）について 

(４) その他 

第２回 2025 年 12 月 23 日(火)10:00~12:00 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

2406 会議室（オンライン会議併用） 

(１) ＣＬＯに関する取組事例調査結果報告 

(２) ワークショップ提言骨子（案）に対する

意見整理 

(３) ワークショップ提言素案について 

(４) その他 

第３回 2026 年 1 月 23 日(金)16:00~18:00 

ビジョンセンター東京虎ノ門 4 階 401C

室（オンライン会議併用） 

(１) ＣＬＯに関する取組事例調査結果報告 

(２) ワークショップ提言（案）について 

(３) その他 
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参考事例集 

(１)事例１ 日野自動車株式会社 
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(２)事例２ 株式会社 SUBARU 
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(３)事例３ 三菱食品株式会社 
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(４)事例４ 花王株式会社 
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(５)事例５ アース製薬株式会社 
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物流統括管理者（ＣＬＯ）に関する参考情報 

 

■物流統括管理者（ＣＬＯ）に関する情報 

○ 経済産業省「CLO 取組事例集－物流改革の実践と成果」 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/CLO_collection_of_cases.pdf 

○ 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（JILS）「物流統括管理者連携推進会議」 

https://www1.logistics.or.jp/j-clop/ 

○ 一般社団法人フィジカルインターネットセンター（JPIC）「CLO 協議会」 

https://j-pic.or.jp/special-project/ 

 

■「物流効率化法」に関する情報 

○ 「物流効率化法」理解促進ポータルサイト 

https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/ 

○ 国土交通省「物流効率化法関係政省令・告示等について」 

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_0000

29.html 

○ 国土交通省「物流効率化法について」 

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_0000

34.html 

○ 経済産業省「物流効率化法について」 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html 

○ 農林水産省「物流効率化法について」 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/250327.html 

○ 公益社団法人 全日本トラック協会「物流効率化法」 

https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyoho/top/bukkoho_new.html 

 

■物流分野での人材育成に関する情報 

○ 公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会（JILS） 

講座・コース 

https://www1.logistics.or.jp/education_cat/course/ 

ロジスティクス経営士資格認定講座 

https://www1.logistics.or.jp/education_cat/course/clsm/ 

○ 中央職業能力開発協会（JAVADA） 

ビジネスキャリア検定（ロジスティクス分野） 

https://www.javada.or.jp/jigyou/gino/business/logi.html 

○ 公益財団法人 日本生産性本部（旧・日本能率協会から事業継承） 

ビジネス・キャリア検定認定講座（ロジスティクス分野） 

http://dev.jpc-net.jp/seminar/bc/ 

○ 流通経済大学 リカレント教育センター 

リカレント学習センター 

https://www.rku.ac.jp/about/efforts/recurrent/ 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/CLO_collection_of_cases.pdf
https://www1.logistics.or.jp/j-clop/
https://j-pic.or.jp/special-project/
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000029.html
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000029.html
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/250327.html
https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyoho/top/bukkoho_new.html
https://www1.logistics.or.jp/education_cat/course/
https://www1.logistics.or.jp/education_cat/course/clsm/
https://www.javada.or.jp/jigyou/gino/business/logi.html
http://dev.jpc-net.jp/seminar/bc/
https://www.rku.ac.jp/about/efforts/recurrent/
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SCM プロフェッショナル人材育成プログラム 

https://www.rku.ac.jp/assets/pdf/about/efforts/recurrent/recurrent_education_pr

ogram_leaflet.pdf 

○ 東京大学大学院工学系研究科 トランスポートイノベーション研究センター 

東京大学 SCM リカレント教育プログラム 

https://ti.t.u-tokyo.ac.jp/programs/scm-re/ 

 

■その他 

〇国土交通省「総合物流施策大綱」 

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu03100.html 

〇国土交通省「物流関係団体リンク集」 

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/rink.html 

〇経済産業省「フィジカルインターネット実現会議」 

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/physical_internet/index.html 

〇一般社団法人 日本経済団体連合会 「2030 年に向けた物流のあり方」 

https://www.keidanren.or.jp/policy/2025/069_honbun.html 

 

https://www.rku.ac.jp/assets/pdf/about/efforts/recurrent/recurrent_education_program_leaflet.pdf
https://www.rku.ac.jp/assets/pdf/about/efforts/recurrent/recurrent_education_program_leaflet.pdf
https://ti.t.u-tokyo.ac.jp/programs/scm-re/
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu03100.html
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/rink.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/physical_internet/index.html
https://www.keidanren.or.jp/policy/2025/069_honbun.html

